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1980年代社会教育論の動向

遠藤知恵子

1.はじめに

戦後社会教脊職員は，社会教育法の改正が重ねられる度に，制度的には努らかにその位置づけを増す

方向で整えられてきた。しかしその性格は，むしろ行政主導型ともし、L、うる社会教育の展開の中で形成

されてきたもので，今日， とりわけ財政危機の深刻化にともなってすすめられる合理化政策の影響が問

題となっているo

社会教育職員論としては，行政側の社会教育政策に立った形で職員の役割を明らかにしようとする織

戦後の教育民主化の役都を担って成立してきた社会教育の遼念に基づく実践の立場からの職員論

など， とりわけ60年代以降本格的に議論されてきた。その後70年代までの職員論の整理，ないしは系

譜についてはすでに多く論じられているので，詳しく述べることはさけ，ここでは， '80年代にかぎって

議論の動向を整理する。すなわち，生涯教育構想、が明確なかたちで打ち出され，臨待教育審議会の議論，

答申が公けにされる一方で，地域社会教脊施設，職員の削減が進行する実態を背景としてなされてきて

いる議論について紹介と整理を試みたい。なお， '80年代のすべての文献に当るゆとりはなかったので，

さし当り手元に集め得た分について検討する。

2.生渡教育政策と社会教膏

羽生手代の「社会教育」の動向をひと口でいえば， '71年社会教育審議会答ゆですでに提起された「生

涯教育J体系の進行と，戦後当初追求された基本理念に基っく「社会教育jの位置づけの相対的低下と

いえよう。

， 60年代から，70年代にかけ，経済成長や技術革新の進展と，それにより惹き起こされてきた社会構造

の変動は，それらに対応した新たな教育を求めてきた。財界からの教育への5郎、要求を背景に，中央教

育審議会からは '71年に答申「今後における学校教脊の総合的な拡充整備のためにJ，何年，社会教育審

議会からは「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方についてJが相ついで出され，生涯教

育論にもとづいた，学校・家庭・社会の各分野の再編成がうち出されてきた。生涯の各時期における学

習課題を，行政側が先どり的に設定すること，住民は単に学習機会の利用者の佼箇にあることなど，こ

こで示された「生涯教育構想Jに関しては，問題点がさまざまに議論されてきた。しかしその段階では，

まだ体系の中での社会教育の議要性が強調されていた。それは， 3年後の，74年の社教審答申「市町村に
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おける社会教育指導者の充実強化のための施策についてjが出されたことにも現われている。ここでは

市町村レベルの社会教育主事の充実とともに，社会教育活動の中心的な拠点として公民館を位置づけ，

公民館主事養成の充実を求めているのである。

'80年代に入札社会教育に関しては，社会教育審議会ではなく， i教育全体を守備範関とするJ中央

教脊審議会でとり扱われることになり，その位置づけは相対的に{尽くなる。

'81年6月中教審答申「生涯教育について」が出され 生鮮:教育体系はより前面に打ち出されてくるが，

成人期の教育で先ずとりあげられるのは成人への学校教育の開放であり，その後で「社会教苦手」が諮ら

れる。そこでは，社会教育専門施設は，重要性が指摘されてはし、るものの，具体的説明はなく，広域圏

に対応した専門施設の配置や総合施設の構想，あるいは民間施設の導入の方向が打ち出されてくる。指

導者に関しでも，校教主事，スポーツ指導員の育成にはふれているものの，公民館主導主に関する記述は

消え，個人学習が奨励される。

'86年4月には臨教審第二次答申が出され， i生涯学習体系への移行」が打ち出されるが，その中の「社

会教育の活性化jで強調されるのは，先ず学習内容の多様化，高度化であり，それに対応した鍛入学習，

サークル等への情報提供，施設での学習内容，形態の多様化，高度化が目ざされる。郎ち学習者に対す

る啓発活動，学習に関する情報提供，相談話動，教育内容や受講料等の情報公開などが中心的活動とな

る。そこでは「自主的な学習活動の促進jは自主的な教育機会への住民の参加にとどまっている。地域

の生活に根づいた活動の中心的拠点たる公民館も， 自主的な団体やサ タノしなどの学習活動の拠点とし

ては位置づけるが，職員配霞にはふれずその学習を支え育てる視点は後退している。これらが，行政改

革，合理化政策の進行とL、う文脈で諮られるとき， i自主活動の重授Ji民間有志、の指導者の導入」が，

専門職員を削減し，受益者負担論に導かれるなど，合潔化推進の機能を果す側面きどもたされることにな

る。余波教育体系が具体化していくにあたって， i地域課題，生活課題にそくした自主的学習の組織化J

という，社会教育の本質に関わる視点の欠落は大きな問題であり，社会教育織員論を語る場合にも無視す

ることができない視点であるといえよう。

以上の点をふまえ '80年代の社会教育職員論を整理すると，大きくいって二つの流れに整理することが

できる。一つは政策として出されてきた「生涯学習体系」を推進する立場に立つものである。社会教育

への時代的要請が大きく変化するとともにさきに述べたような生渡教育政策を背景として，現実の社会

教育の展開は，明らかに社会教育施設，職員を合理化する方向で展開しており，生涯教育推進の立場か

らも社会教育職員の位震つけをめぐって懸念が諮られ，新たな職員像が模索されている。もう一つは，

「生渡教育J体系の構想、自体を危険なものとして批判する立場のものである。すなわち，住民主体の学習

を中心にすえた民主的社会教育の理念を軽視するものであると批判し，住民の主体的自己学習の組織化

過程に働きかけ，援助するところに社会教育職員(社会教育労働者〕の機能を見ょうとする議論の流れ

があるo '80年代に入ってからの社会教育職員論を，以上の二つの流れにそくして整理していこう。
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3.生漉学習体系と社会教育職員の役割

社会教育職員論を，その枠組から整理すると，。社会教育職員の制度論的検討，②職員の職務内容論

的検討，③社会教育専門職性に関する議論，④さらに広く，住民の学習活動に視点をおいて整理する社

会教育労働論的検討があげられよう。ここで最初にとりあげる「生涯教育推進の立場からの織員論」は，

主に官官者の(1)，②，即ち制度論的検討，職務内容論的検討を行っているものが多い。

先ずその中で，職務内容なし、し専門職性を積極的 具体的に提起している湯上二郎氏の職員論をとり

あげよう O 湯上氏は， r専門職化への手順をどうして整えることができるかP('83)において，従来職員

論が，社会教育主事を中心に論じられてきたことを反省し，図芸書館司議，博物館学芸員などをも含め，

より体系的に検討していく必要があると主張する。その場合，専門的な社会教育職員が身につけるべき

能力としてあげられていることは，第一にレクリェーション指導についての能力であり，第二に，

の組織者としての能力をあげる。例えば新たな教育的試みとして「仮説実験授業」や「能力開発工学J

を参考にして，それに必要な能力を養成するよう具体的に述べている。さらに人々の「科学的認識を高

めるJ2lことが成人教育の中核であり，そのための学習の組織化には，専門職員が必要な条件であるとす

る。さらに学習の場として諸機関(図芸書館・博物館など)の新たな機能を検討することと連けいの必要

性，職員集聞の形成の必要性に るのである。なかでも，広域化・多様化する職員集団をまとめ，

職場におけるトレーナーとしての役割を果す「スーパー・パイザーj(3¥ すなわち，社教主事と問時に司

警や学芸員の資格もあわぜ持ったような新たな専門職が位震づいている点で特徴的である。一方，地域

の公民館に関しては「コミュニティ， ワーカ -j としての役割が提起されるが，具体的内容としては，

「共同社会の診断，調査の熟練，他の共同社会に関する情報，方法に関する助言，専門情報に関する情報

評価， とくに数理統計学の進歩，計算機の革新とともに人々の社会行動や心還がきわめて複雑な婆函の

からみあいを包含しているという認識が一般化していることから，多変量解析をふくむ統計的技法に習

熟することは不可欠の婆請j(4lであるとする。

以上見たように湯上氏の主張では，社会教育専門諸機関の連けいの必要性，新たな専門職性としての

スーパー・パイザー，コミュニティー・ワーカ が提起され，内容としては，技術の高度化，広域化，

高度情報化社会などといった社会状況に対応して求められる専門職としての内容が突に具体的に提起き

れている。そこでは，社会教育専門職員に求められる萎礎的能力として，Iレクリエーション指導の能力」

があげられてL、ることにも見られるように，現在追求されている「学習社会」とは， I働くことが支配的

である社会から，資く楽しくそして健康に生きることが大切にされる社会への移行が求められているこ

との反映Jであるとし， r人間の基本的な欲求である喜びゃ楽しみを人と人との交流を通して充足する」日)

ためのレクリエーションを共通の基礎的技術として位重量づけるのである。コミュニティワーカーに関し

てもその内容は専らi情報提供や統計的技法の習熟なと現在の技術段階に対応するものである。 しかし，
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そこには地域，生活に根づいた学習の組織化， 自己教育の組織化という視点はほとんど見られない。

佐々木隆介氏の「生j医学習時代における社会教育職員の役割j('84)も，開じく現在の高度情報化社会，

生産力の高まりのもとでの住民の学習婆求の高度化，多様化にそくし，生涯教育，生涯学習体系を促進

するために求められる職員の専門性を説いている。佐々木氏は，現在の社会教育行政にかかわる専門的

指導者に求められる職務，ないし専門性として， 4つの C(6)，即ち，コミュニティオーガナイザ，コーディ

ネーター，コンサルタント，カウンセラーをあげる。なかでも高度情報化社会の進展に伴い，ニューメ

ディアの巣す役割が大きくなっている現在，それに関わる知識の必要性が強調される。すなわち，新し

く愛場した多くの媒体の中から各人にとって必要なものを選び出したり選び出された媒体の効果的活用

の笛で，社会教育主事の巣す役割が大きいとみるのである。このように，生涯教育推進の立場にたっ職

員論は，新たな社会的状況が，社会教育職員に新たな技術，役割を求めていることをど強調する点で共通

している。さらにそれにもかかわらず現実には，その要請に実態が追いっかないこと，それどころか，

合理化の進展で定員削減，兼任化が進行している実態に対し，制度的な職員体制の確立や織員養成の必

要性を論じる (7)ものも出されてきている。最近では '86年3月の「社会教脊指導者の養成と研修j(新堀

通也)， r国立社会教育研究所における養成，現職研修をめぐって」などがあげられる。

新堀氏は，これまでの指導者否定論，即ち，本来自己学留ないし相互学習を基本とする社会教育に指

導者は不要であるとする理論を批判し，生涯学官時代を迎え，必要性はかえって増大している，ただし，

「社会教育の多様性，多義性を反映して特定しにく L、j(8)ため，養成や研修が困難をきわめているとする。

そこで指導者を，言葉人一専門家を横軸に，ボランティプー専任者をたて較にとって分類を試み，社会教

育職員の位霞と役割を明確にしたうえで研修内容を確定していく必要があると提起する。塩津氏は，さ

らに財政逼迫で職員増員の閤難な現状にてらして， r少数精鋭の見地j(9)から養成，現職研修の必要書を説

き，研修の内容についても具体的に検討をすすめている。(10) r少数精鋭の見地Jから養成，研修を考え

ていくこと自体にも問題はあろうが，ここでやはり気になるのが，学習内容を先どり的に設定する視点

である。「社会教育Jとし、う包括的概念は，たしかに具体的に考えてゆかねば，実践にはつながらなし、。

しかし，その場合兵体的に考える枠組は「肉親教育のそれら，少年教育の，青年教育の，成人教育の，

高齢者教育のそれらなどに，できるだけいつもわけで考えるj(1!)必要があり， rそれぞれさらに学習領域

別などに分解して扱うようにJすることが社会教育のサブスタンスが明確になってよいというのである。

その視点で、社会教育を考えた場合，地域づくり…地域課題，生産課題…」といった言葉を安易に用いる

べきではなく，社会教育とのかかわり，すなわち「社会教育側としても内容や方法についての独自性や

効果性などをある程度はっきりさせたうえで…j(12)使用すべきであると消極的になる。先ほどの少数精

鋭の視点ともかかわるが， ここでは，少年，成年，婦人といった抽象的学習者が中心にすわり生活や地

域に密接に関わる具体的な住民工学習者が視野の外におかれることになってしまう。

以上，生涯教育推進の立場からの社会教育職員論，その養成，研修に関わる一連の論文を検討してき

た。ここに共通していることは第一に技術の高度化，学習要求の高度化，多様化とL、う時代的要請に対
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応して，職務の内容，そこに必要とされる専門的カ援を，実に具体的に提起していること。しかし第二

に，学習者のとらえ方が，青年，婦人，成人といった年齢階層的なものであり，学習課題もそれにそく

して設定されていることo そこには生活課題，地域課題を白からとらえ学習を組織化していくことを基

本とする「社会教育」の視点、が稀薄で、あるため，そこに求められる専門職の基本的性格もニューメディ

アなど技術習得の側面に傾斜し，自己教育，自主的学習の組織化を育てる側面が後退する。後に述べる

自己教育・自主的学習の組織化への援助に専門性を求める理論の中で IlPち，コ

ミュニティーワーカー，あるいは学校，その他の諸機演との連けいの必要性，専門家の活用，など共通

に語られる言葉も，異った文脈で語られるときには，現実化の過程で異った展開を示し，合浬化の論理

にのせられる危険性をはらんでいる。

そのいみで，全公速の第五次専門委員会答申「さ色濃教育時代に即応した公民館の在り方J(' 84.3)は，

「生涯教育」推進の立場にありながら，学習主体の自主的活動を大きく位置づけ，地域に根ざした公民館

の重要性を強調している点で後者の理論との中聞に位置する。却ち，諸機関の連けいを主張するなかで，

とくに「住民の直接の生活に関わる地域社会に本格的に結びつきJ自主活動の援助を行うところに公民

館の独自性と意義を見出しているのである。ただし，そのれ援助11 に関しては具体的提案がなく，むし

ろ「生涯教育体系Jの示す方向(枠組〉で整理されている。

そこで次に， r社会教育」の本質弘住民の自主学習活動，自己教育活動の組織化と見，職員(労働者

をその過程での援助者と見ている一連の職員論をとりあげよう。

4.生活課題，地域諜題に基づく学習の組織化と社会教育職員

ここで先ずとりあげたいのは島田氏である O 氏はすでに.75年の「社会教脊労働論」において， r社会

教育労働」を「学習意欲を組織し，教育学習活動をとおし， 自己の成長・発達可能性に確信をいだかせ，

gから自覚的な自己形成の主体になろうとする意志を組織する教育的いとなみであるJ(日}と規定し，そ

の専門性を①労働の対象すなわち教予言の内容についての専門性であり，②教育・学習活動にかかわる外

的条件整備であり，③学習者の学習意欲を高めつつ，その意にそくした学習内容の選択と教授工学習過

程への導入ないし相互討論，相互学習への参加をばかり，その学習が発展するよう援助することにある

とする。その場合，社会教育職員像を， r地域の『民衆大学jとしての実質をそなえた独立した社会教脊

施設」仰を創造する「労働者集鴎」としてとらえ，その中心的労働の担い手を公民館主事とする。その場

合，公民館主事には.r教育学習活動Jの組織化と援助， r原案提起」者，学習の展開過程における観察

者と助言，カリキュラム編成と教授活動の科学化を保障することまで求められる。

以上の主張は '80年代に入ってからの職員論でもほぼ一貫しているが， '79年の宮坂氏による批判をう

けて，いくらかその強弱点を異にしている。すなわち， '82年の「社会教育職員論研究の課題」では社会

教育労働を， r社会教育の本質に根ざし，学習者が学習活動を通して教育主体に成長転イとしてL、く方向で
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組織され，機能していく必婆j(l5)があるものとしたうえで，その内容を先す、司〉学習活動のための条件整備

とし，つぎに②学習活動の展開に関わる援助，③自立的な自己教育活動の創造への援助をあげている O

プライパシー侵害との批判に対しては，住民が学習主体から教育主体に成長すること，すなわち「住民

の資質の向上こそが地域や自治体の発援の基礎j(l6)であるとして社会教育労働の公共性を強調する。ま

た'80年「社会教育職員に間われているもの」では，あくまで社会教育職員には，学官主体が教育主体に

育つ「自己教育の主体形成」への援助という大きな制約性のあることが指摘され， r住民の共同のカでみ

んなが高めあう協力を先行させ…jr住民の共同のカで，地域にとのような教育文化活動があるべきかを

たしかめあい…j(l7)r公的機関に要求するにふさわしいものだけっきだしてもらい・.j(l8)とL、う表現がと

られ，社会教育職員の関わり方を限定的にとらえている。

より実践的な立場から，具体的な住民の学習活動の展開にそくして社会教育職員論を提起しているの

は，松下拡氏の「公民館の可能性を切り開く主事の役筈む ('8わである。そこでは，公民館の役割として

①現実生活に結びついた課題にとり組む学習活動の自由な展開の場を設定すること，@課題解決への取

り組みが，自らの活動として深まるような流れが作られてL、く過程での専門的助カをすることにあると

する。しかし，これら学習課題を地域全体に関わる問題としてとらえ，学習を構造化する必要があり，

そのためには，その課題を共有する諸組織，諸機関が連けいすることを提起する Q 島問氏が社会教育施

設を創造する「労働者集回Jを主張するのと同じく， r公民館事業・・の企画や構想を共同でねりあげj(l9)

ていく諸組織の遼けいを主張するのである。

荒井邦昭氏の「社会教育職員の機能と役割j(20)('82)も，間じく住民の自主的学習活動の援助者として

織員を位置づけており，教師，福祉関係労働者，自治体労働者を結合し，役割分担を明確にしたうえで，

その結び自の役割を公民館が担うようになることを展望している。

「労働者集団j，ないし「諸機関及び専門との連けし、Jとし、う主張は，さきの「生涯学習体系」推進の

論者からも提起きれていることである。しかしこの場合の主張は，あくまで，住民の生活，地域に結び

ついた学習課題を組織化してし、く過程にそくして組織化さわしてくる連けいであり，先に述べた「連けしづ

とは内突を異にしている。

また， r生涯学習体系J推進の立場に立つ職員論と，言葉の上では同じ表現をもっ職員規定に「コミュ

ニティーワーカー」とL、う規定がある。この規定は湯上氏が公民館職員に用いた規定でもあるが，大橋

謙策氏は「公民館職員の原点を問うj2l)('84)で，社会教育職員を「コミュニティワーカ -jと規定して

いる。大橋氏の場合，コミュニティーワーカーの機能として，次の5点をあげている。@住民の相談相

手，②間体育成，③生活課題，学習課題の明確化，⑧ケース・ワーカー，⑤1住民としての協同者の機

能，である。かつて大橋氏は，職務内容にひきつけた繋理を試み 4H， 6 p(22)を提起したが，今日求め

られているのはむしろ，住民と職員との関係をつくりあげることであり，その視点から多様な形で存在

する教育文化度業やコミュニティ施設とは明確に性格の異なる「コミュニティワーカーJとしての役割

を提起しているのである。すなわち大橋氏の場合，公民館の役割は，地域の生の問題を素材とし，それ
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を分析検討し，一般化，普遍化させ，問題の解決方法をさぐる活動への援助をすること，地域住民の生

活課題への知的関心，知的理解を深め，拡め，地域生活を向上させる実践的活動を主たる活動とするこ

とにあるとする。その場合，生活課題，地域課題は多様で復合的で，しかも連鎖的である。家族内の問

題に関してはファミリーケースワーク的な視点が，地域社会の課題に関してはコミュニティーケース

ワーク的な視点が必要であり，公民館職員は「総体としての生活，生活としての全体にかかわりつつ活

動を展開J(23)することが求められる。そこでは単なる援助者にとどまらず，職員もまた同じ地域に生活す

る1住民としての協同者の機能の{慰謝をも持つことになる。

ここに提起されたコミュニティーワーカーは 明らかにさきの湯上氏の規定したコミュニティーワー

カーとその内実を異にするにとどまらず，自主的学習の組織化を軌とする向じ立場の論者ともいく分

異った主張である。松下・鳥図氏の場合，自己教育活動による個々の主体形成に力点があり，その過程

で側面から援助者として関わるのが社会教育織員であり，学習三者と一線を画したところに社会教育織主主

の専門性を追求してL、く。それに対し大橋氏は，学習課題，生活課題を地域諜題と統一的にとらえ，課

題解決のために自らも 1住民(協同者〉として関わってし、く側面をもつものとして職員の役割を主張す

ることになる。コミュニティワーカーにはそのような主張がこめられている。

以上のように，大橋氏は，生活全体をトータルにとらえ学習課題，学習組織化の主主擦をより具体的に

把握することによって，学習会三体と社会教育労働者の関連を新たな視点でとらえている。しかしそこで

は，住民自身のa己形成やそれに関わる社会教育労働の内容に関しては，必ずしも明確にされてはし、な
い。現状の社会教育の動向に新たな方向性を与えるためには，明らかに，住民にとっての社会教育の意

義と関わらせて社会教育労働の内実そのものを明らかにしていくことが必要である。そこで次に，同じ

く住民の自己教育・学習活動に基本をおきつつ その学習の展開過程を勅に社会教育労働を検討し，専

門性の位霞づけを試みる社会教育労働論について見ていきたし、。

5.社会教育労働の形成過程と社会教脊職員の専門性

社会教育における学習主体・教育主体をどうとらえるかによって，社会教育労働の内実および社会教

育専門職員の位霞づけも異ってくる。ここでは，0::住民(学習主体〕の自己教育活動の組織化の発展に

必要な条件として教脊労働をとらえ，その担い手としての教育主体を考える島田修一氏，②学習主体と

教育主体が，教える，教えられるとしづ関係を脱却し相互主体的関係をもって学習を展開していくと

ころに社会教育の理想的形態を見る宮坂広作氏，三輪建二氏，③分業化の視点から社会教育労働を形成

過程としてとらえる山田定市氏の諮論を中心に検討してみよう。

島田氏の職員論に関しては官官節でも述べたので， ここでは簡単にふれるが，氏の場合，自己教育活動

の組織・発展に必要な条件として教育労働を見ており，学習活動における教育労働の独自牲を明確に位

置づけた社会教育労働論を提起する。そこでは学理課題の解明，学習要求の把握を前提とし， I住民の学
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湾要害求が学習課題の主体的把握に向って発展するよう援効する j(24)ことが労働内容の重要な柱として位

霞づけられており，島問氏の場合， '82年前掲論文で，とくに学習過程にそくしてその労働内容が明らか

にされるべきであると強調するが，その分析が充分なされないままに社会教育職員を「専門的教育労働

者Jとして学習者に対置する形で明確に位置づけ，その専門性とりわけ労働者集団の中心的担い手であ

る公民館主事の専門性を追求するのである。

それに対し， g坂氏は， 79年の「主士会教育専門職化論の批判的再検討Jにも見られるように，現段階

で求められている社教職員の専門伎の中核は先ず， r学習内容に対する」高度な「専門的知見j<2S)である

とする。それ故現在求められているのは，職員の数ではなく，質であってできれば大学院修士課程を終

えたうえに「社会教育に関するデイプロマコースな 1年位集中的にやるといった高度な養成制度Jが必

要であるとする。しかし社会教育の理想としては， r住民市民が自ら学習・文化活動を金扇運営していく

状態」を考えており.r自ら学習し，創造主体にまで自己を形成してし、く市民が多数になったときjr社

会教育専門職負の役割は，広汎な市民によって分散的，交替的に担われ，もはや職業としては特定しえ

なくなるであろうj<26)というのである。すなわち，学習内容の展開に必要なのは各専門分野の専門家であ

り社会教育専門職は不要害ということになる。さらにg坂氏は， '85年rr共生の社会教育j論Jにおいて，
支持し得る社会教脊的価値は「近代市民社会の体制原浬，すなわち産業主義の生産中心主義，経済的利

益優先の物質主義，競争と便益に慰11らされた生活スタイノレの超克をめざす方向において自然、との共生，

弱者との共存，真のゆたかさをめざす生活の震の探求などの生活原獲の主体化にあるとし， r共生の

社会教育論Jを打ち出すが，そこで担い手として期待されるのは，従来，実態としても何ら重要な役割

を果し得てこなかった社会教育職員で、はなく，むしろ，市民運動にとり組み，その担い手となっている

人々ということになる。すなわちここでの学習活動は， r教える者と教わる者とし、う悶定的教育関係から

脱却しjr相互三主体的共感と交信が可能になるような集盟の中での他者を媒介にした自己形成j(28)を白ざ

すものなのである。

同じく，住民自身の知的能力の形成とともに現在一般的である社会教育職員像の否定に向かう理論

を展開しているのが三輪建二氏の「住民の行政参加と行政職員の専門能力の形成j('84)である。ざし当つ

ては一般行政を担う自治体労働者に関して述べるのであるが，社会教育職員を考える場合にもある程度

の共通問題を含むとし，中野区の PTA運動の分析を通して新たな専門性を提起する。現在は，住民と行

政職員の知的格差が縮小しており，そこでは行政職員に求められてきた「知的」専門能力が「潟し、かえさ

れている。すなわち，現tEでは，住民と行政職員との関係は，タテ型からヨコ型へと変型させつつあり，

そこで新たに婆請されてきている専門能力は，むしろ，住民の科護対立を「調整j(29)する能力であるとす

る。「調整」とは，一つは，対立を解決する「場Jの確保〔手続的要件)であり，もう一つは総合的な観

点から住民の利害の諸偲銭安比較検討していくこと(価値的要件〉により機能するとするzこの能力

は，職務遂行(住民との相互関係〉の過程で「形成」されてくるものであるとする。

以上，島田氏の職員論においては，学習過稼分析の必要~1症を主張しつつ，社会教育専門職員確立の方
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向に展開していくのに対し，三輪氏の場合は，専門性の内実が住民の利害対立の調整能力へと限定され

ていき，宮坂氏の場合は学習内容にかかわる専門的知見，あるいは相互主体的関係の強調から社会教育

専門職員否定論として展開することになる。しかし両者の理論にはそれぞれまだ検討すべき課題が残さ

れていると思う。島田氏の場合，学習過程の分析を重視し，あるいは「学習主体が教育主体へ転化する」

とL、う表現がとられているものの，学習者と教育労働者とが対寵される形で位置づけられ，学習主体と

教育主体〔教育労働者〉をつなぐ論理が必ずしも明確にされていなし、。それ故島田氏の場合， r学習」を

組織化してL、く過程で社会教育労働の一端を担う学晋者自身(リーダー的存在)をはじめ，広い範湖tこ

求められる担い手が明確に位置づけられず，その担い手が社会教育専門職員や，せいぜい，その他行政，

福祉などの範留にとどまっている。また，学習過程の分析そのものを語る場合も，学習課題，学習主体

の分析を基礎としてなされる必要があり，その場合，当然階級・猪!習的視点、が不可欠となる。しかし島

田氏の場合，その点を明確に打ち出していないため，社教職員自身の二面性(外的矛盾，内的矛盾〉を

指織する従来の職員論を克服し得ていない。すなわち，住民自身の内部の矛盾が学習課題や学習の組織

化過程，さらには，それを支える社会教育労働の内容をどう規定しているかとL、う側簡を拐らかにし得

ない職員論となっている。

一方，宮坂・三輪氏の場合，学習過程における学習者自身の担う役部をより重視する。すなわち，教

育主体，学習主体の"相互主体関係"に力点がおかれている。これは， '50~'60 年代，社会教育民主化の

意義を怒って展開したい相互教育論"cr共同学習J)が， リーダーや指導者，専門家を位澄づけえなかっ
たための按折であったことをのりこえ，しかも，社会教育専門職員の二面的性格， とりわけ支配機構の

末端としての機能の危険性，ないしは，教育労働者の学習者に対するイデオロギーや価値観の一方的な

おしつけの問題性を克服する視点から出された理論であろう。しかし一つにはそれが直接，社教専門職

員不要論に到達するところに疑問が残る。社会教育が，住民による学習活動の自主的組織化を本質とし，

学習内容に関わる専門的知見がZ重要な柱にあるとしても，その活動を援助し，支えてL、く教育活動が全

く不要となる事態は考えられない。すなわち，学習内容に関わる各専門分野の専門家が，直接学習活動

を支えるとしても，諸課題を，生活と地域全体を視野に入れた総合的な視点、でとらえ，学習として組織

化していく過程での働きかけが不要となることはないであろう。これに関しては三輪氏も，行政職員の

新たな能力を「調整」能力に限定してとらえるのであるが，その能力自体は，相互関係を通してはじめ

て「形成」されていくのであり，はじめから存在するものではないと述べる。同様に，住民自身が現在

社教専門職員が担っている機能を引き受けるカも， r形成」される必要があるのであり， r相互主体的な

共感と交信が可能になるような集留の中での他者を媒介にしたa日形成」の重視が，直接社会教育専門
労働合否定することにはつながらないで、あろう。教育労働そのものは，生産力の発展とともに分業化が

すすむ歴史的過程の中で形成され，さらに社会教育専門労働も自立化してきたものであり，それが実態

と合わなくなったとしても，否定ではなく，新たな機能を担うものとして再構築が追求されるべきであ

ろう。
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また'宮坂氏は一方で，当面，高度な専門伎をそなえた社会教育職員の必要を説くが，学習内容に関わ

る専門性を強調するあまり，学習者が生活や生産に直接関わる要求や諸課題が，学習として組織化され

てくるその最も基礎的な部分での社会教育の意義が軽視されることになる。すなわち，社会教育専門職

に欝して，その質的向上を強調する一方， I部港公民館にまで職員を配置する必要はなく…中央公民館あ

るいはさらに広域の範闘にわたる社会教育機関J(30)に配霞すればよいということになる。このことは，

帆生産，生活を基礎とした学官課題，学習主体把握Ifという視点の後退をも意味するものであり，学習活

動における学溜主体，教育主体の「相互主体的」関係も，意識のレベルのみでの展開となりかねない。

以上の問題点，すなわち，従来の制度論的職員論および未来像としての専門職員不要論を克服し，社

会教育労働の意義と社会教育専門職員の位置づけを明確にしてし、く試みとして，山間定m氏は，住民諸

階層の学習要求，学習諜題を基礎とした「社会教育労働，労働者論の基本視角Jを提起する。すなわち，

f住民諸階層の労働・生活に根ざした学習婆求ないし学習課題の実現過程としての学習過程に着目し，そ

こにおける社会教育労働の形成過程を解明するJ(31)ことが重要であり， I社会教育労働の歴史的形成過程

を，学習主体の学習過程との関連において解明」することによって「社会教育労働の内笑と構造，社会

教育労働者および社会教育関連労働者の存夜形態と役割を明かに」することが必要であると指摘する。

その場合，学習過程分析の基重量として学習主体，学習課題分析が前提とならねばならないが，そのため

の新たな分析視点として，社会化・貧困化の視点と向特に階級・階層的視点を提起する。社会教育労働・

労働者そのものについては分業論的視点から形成過稼としてとらえることによって，社会教育の担い手

は重謄構造としてとらえられるはずであるとする。学留者と社会教育職員が対童ました形でとらえられる

島田氏の理論，相互主体関係ないし学習内容にかかわる専門性の強調により，社会教育職員否定論にい

たる1r坂氏の理論とも異なり，分業論的視点から社会教育労働形成の必然性と意義をとらえ，社会教育

労働・労働者論の全体構造の中で社会教育職員を位霞づけようとする視点がうち出されているといえる。

6. ま と め

以上， '80年代に入ってからの織員論に限定して整理を試みた。教育政策，さらに経済政策や地域政策

の一環として佼霞づけられてきた「生涯教育〔学習〉体系」は，社会教育を補強する主張から「主主渡学

習体系」の中へ吸収する主張へと展開してきている。社会教育への望書求の多様化，高度化を背景とした

政策における社会教育自体のこうした位置づけの変化は，社会教育職員の性格ばかりではなく，存在そ

のものをも間いかえさざるを得ない状況を生んでいる。

一方では， この生涯学習体系をいかに推進するかとしづ立場から，社会教育車業員十こ求められる職務内

容や専門性を，生渡学習体系でかかげる諜題にそくして検討する職員論があるo 他方「生涯学官体系」

批判の立場から住民の生活や地域に根ざした学習要求や学習課題を学習として組織化していくところに

社会教育の本質があるとし，住民自身の自主的学習の組織化を側面から援助するところに専門織員の意
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義を認める織員論がある。小論では以上二つのグループロにわけて検討したo前者は主に科学技術の進展，

高度情報化社会への対応として高まった学習要求，学習課題に対応する形で学習機会の設定を試み，そ

れに応じて求められる社会教脊職員の職務内容と専門性を具体的に追求する。しかし反面それは，技術

的方法論に傾斜したもので，学習主体の自主的学習の組織化の援助とし、う視点が後退しているため，社

会教育の本質に関わる問題合含んでいる。それ故，諸施設，諸機関の連けいや，関連専門分野の専門家

による協力の必要性など，後者のグループと同じことを主張しながら，実態としては，社会教育実践に

おいて果す役割が異なり，財政遜追を王理由とする合理化政策，支配属の意図する地域政策にとりこまれ

る危険性をもっ。

後者の住民自身の自己教脊活動を軸としてとらえる職員論は， I ~色濃学習体系Jの先どり的学習課題の

設定を批判し，あくまで住民の主体的学習の組織化を援助する者として位置づける。職務内容あるいは

学習方法に関しては，前者ほど具体的な提起はないが，関連分野の諸施設，諸機関の連けい，専門家の

位護づけなどは，あくまで学習者の学習の展開，そこでの学習内容を軸にとらえられており，社会教育

の基本がおさえられている。しかし，後者の中にも強いていえば個別の学習課題，学習要求の組織化に

力点のある理論と，学習諜題を生産・生活に関わる地域の諜題としてとらえ，それを解決してL、く運動

の学習的側商をE重視する理論とがある。前者の場合，あくまで個別の学習者に対し，援助者としての職

員がおり，学習者に働きかける職員の専門性が追求されていくし，後者の場合，職員は自らも地域の一

住民として課題解決を求める運動や学習の担い手としても位震づいている。

いずれにしてもそこでは社会教育が住民自身にとって，即ち，住民の生産・生活に関わってどのよう

な意義を持ち得るかが問われる必要がある。そのためには，社会教育の内実，それと関わって社会教育

労働の内実そのものを明らかにしていく必要がある。そこで最後に，社会教育労働を，学習の展開過程

を勅として，その専門伎の内実と専門職員の位霞づけの明確化を試みる理論について検討を試みた。学

習の展開過程における学習主体と教育主体を明確に区別してとらえる島田氏の理論は，制度的に位置づ

けられた専門職員の専門性を追求し，関連諸機関との連けいを主張する。他方本来，社会教育において

学習の展開に必要とされてくるのは，学習内容に関わる科学的認識すなわち，各分野の専門家であると

する宮坂氏は，将来的には社会教育専門職員が不要となることを理想、として描く。しかし，分業論的視

点からみて，歴史的展開とともに自立化し，形成されてきた社会教育労働がその存在意義を失うことは

ないと考える山田氏は，一方では制度論的枠組みをのりこえた社会教育労働のとらえ臨しと，社会教育

専門職員不要論を克服するために学習主体の学習過程との関連において社会教育労働を解明しようとす

る。しかもその前提としての学習主体，学留課題の分析に関しては，基礎構造としての生産・生活に関

わる社会化，貧由化の視点を提起する。単に認識のレベルでの棺互主体的関係から学習主体・学習過程

の展開を問題にすることには限界があり，それらをより根源的に規定している生産・生活の諸条件との

からみあいを含め社会教育労働の内突を明らかにしていくためには，山間氏の提起は積額的な意味を

持っている。しかしそれはまさに「基本視角Jの域にとどまっており社会教育労働の内突を実証的に明
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らかにしてLぺ必要がある。そのためには，すなわち，生産・生活に直接関わる学習からより広い科学的

学習への展開，そこにおける学習者自身の主体的力量の形成過程に，教育的働きかけがどう関わるか，を

明らかにするための具体的学習過程分析に際しては，学宮内容，方法，あるいは認識の発達過程に関わ

るなお厳筏な分析枠が必要となるであろう。
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